
 

 

 

 

 

１．中央公民館について 

 〇開館：午前９時 閉館：月～土：午後９時３０分、日：午後５時３０分・・・閉館時間までに公民館を出られるように片づけをしてください 

 〇定休日：年末年始（１２/２９～１/３）と毎月第３日曜日・・・その他臨時休館となる場合があります 

☆公民館は、使用するみなさんが主体となる施設です。 全員が責任を持ち、気持ちよく使用できるように協力しあいましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．予約について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

窓口での予約受付 ： 午前 9時～閉館まで 

〇社会教育関係団体：予約は 2 ヶ月先まで（例：今日が 4月 23日だと 6月 23日まで） 

〇一般の団体：予約は１ヶ月先まで（例：今日が 4月 23日だと 5月 23日まで） 

 

電話での予約受付 ： 平日の午前 9時～午後 5時 15分まで 

    予約は 4週間先まで（例：今日が 4月 23日だと 5月 21日まで） 

 

※使用料は予約の際にお支払いいただきます。お支払いは平日の午前 9時～午後 5時 15分までとなります 

※予約をキャンセルする場合は必ず事前にご連絡ください。予約を取り消し、希望する団体に貸出をします 

 

Q1．どんな人が公民館を借りられますか？ 

A1. 公民館は団体で使用する場合に借りられます 

個人使用はできません。学習や趣味、スポーツなどの活動を 

しているサークル・団体等に使用していただいています 

 

Q２．公民館の部屋を借りて塾を経営したいのですが 

A２．公民館は営利を目的とした使用はできませんので、塾を経営することはできません 

   その他使用できないものは次のとおりです 

  ・営利を目的とする使用や、営利に繋がる使用 例）塾の経営、物品の販売、 

会社の研修会や面接等 

  ・特定の政党・その他政治団体の利害に関するもの 

  ・公の選挙に関して特定の候補者を支持するもの 

  ・特定の宗教もしくは特定の教派・宗派・教団を支持するもの、また反対するもの 

  ・その他公序良俗に反するもの 

 

Q３．公民館で塾が開かれているようですが？ 

A３．団体によっては、学習のために外部から講師を招いている場合があります 

  次の場合は、塾の経営に該当するとみなして使用をお断りしています 

・講師が会員から個別に講師料を徴収している 

・会費として集金した全額を講師料として講師に渡している 

中央公民館の使用について（簡易版） 



３．使用の注意 

 ・ 新型コロナウイルス感染防止のため、入館するときには検温と手指の消毒をし、館内ではマスクをしてください 

 ・ 中央公民館の周囲は民家があります。音楽や大きな音が出る活動は、周囲への配慮をお願いします 

特に夜間（概ね午後６時以降）活動する際には注意をしてください。音を小さくする・窓を開けて換気をする間は休憩にして音を消すなど 

工夫をお願いします 

☆３階の体育室（鏡の部屋）は防音されていません。窓を閉めていても音は外にもれていますのでご注意ください 

 ・ 公民館の前は道路です。路上駐車はしないようにしてください。また、事故に注意してください 

 

４．その他 社会教育関係団体とは？ 社会教育関係団体にならないと公民館を使用できない？ 

 ◎社会教育関係団体とは・・・社会教育法第１０条の「社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするもの」です 

  中央公民館で社会教育関係団体に認定している団体は、次の活動をしています 

①茅野市の社会教育の推進に協力をしています 

   ②自分たちが学んだことを、市民に還元しています 

     例）学習した内容を、学校や施設でボランティアとして提供するなど 

  

 

 

 

次の場合は社会教育関係団体に認定されません。また、認定されていた場合は取消しとなります 

・ 市民に還元する活動をしていない 

・ 講師（または講師の家族）が主体となって団体を運営している（塾とみなされます） 

・ 会費全額が講師謝礼となっている（塾とみなされます） 

   ・ 入会希望者を受け入れない 

   ・ 予約をしている以外の部屋を勝手に使用する・片付けをしないなど、公民館使用のルールを守れない 

   

※ 社会教育関係団体の申請については、中央公民館職員にご相談ください（平日午前 9時～午後 5時 15分） 

 

◎社会教育関係団体でなくても、団体であれば、有料で施設を使用することができます 

 ※使用の目的によってはお断りすることがありますのでご承知ください 

   ※詳しくは、中央公民館職員までお問い合わせください（平日午前 9時～午後 5時 15分） 

 

 

 

 

茅野市は、社会教育関係団体が活動を通じて社会教育を推進することを応援するため、使用料を全額減免しています 

社会教育関係団体（会員が概ね５人以上）として認定されている団体は、公民館活動のお手本となることを期待されています 

思いやりの気持ち

をもって、みんなで

公民館活動を楽し

みましょう♪ 

茅野市中央公民館 

電話 ０２６６－７２－３２６６ 

FAX ０２６６－７１－１６３１ 

 

住所 〒３９１－００１３ 茅野市宮川４５５２の２ 


